
① ジェネリック医薬品利用差額通知書の送付

② 差額通知書を送付した被保険者がジェネリック医薬品に切り替えたことによる削減効果額等を保険

者が把握するためのシステムが順次稼働。

③ ジェネリック医薬品希望カード、ジェネリック医薬品希望シール等の配布

④ 被保険者からの問い合わせへの対応のためのコールセンターを設置

ジェネリック医薬品の使用促進の取組について（国民健康保険）

○ 取組内容

○ 差額通知書送付実績（市町村国保）

保険者数 実施保険者数 実施件数

23年度 1,717 496（28.9％） 128万件

24年度 1,717 1,131（65.9％） 290万件

25年度 1,717 1,362 (79.3％) 372万件

（出所）「国民健康保険事業の実施状況報告」（国民健康保険課）
（注）平成27年3月31日時点の集計である。
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被保険者資格喪失後の受診により発生する返還金の保険者間での調整について

○ 被保険者等が被保険者資格を喪失した後に、資格喪失前の保険者等（旧保険者等）の被保険者等として受診した
場合の医療費については、被保険者等は医療費を支払った旧保険者等へ医療費を返納するとともに、本来の保険者
等（現保険者等）に療養費を申請することができるが、
・ 被保険者等は医療費を旧保険者等に返納するため、一時的に金銭負担をしなければならない場合があり、それ

が被保険者等にとって負担
・ 旧保険者等においても、被保険者等へ返納金を請求し、回収する事務が負担となっており、未回収となる返納
金もある

ことから、以下の方法による保険者間調整の仕組みについて普及を推進。

（平成26年12月5日 保保発1205第1号・保国発1205第1号･保高発1205第1号）

１基本の仕組み

○ 被保険者等に返納金債権を有する旧保険者等が被保険者等から
委任を受け、現保険者等から支給される療養費等を代理受領し、
これを返納金債権と相殺する。

○ これにより、被保険者等の一時的な金銭負担を軽減できるとと
もに、旧保険者等としても、被保険者等に対する返納金債権を被
保険者等から直接回収するのに比較し、少ない事務負担で、より
確実に回収できる。

医療機関

旧保険者等 現保険者等

被保険者等

①旧保険者の資格で受診

②診療報酬
請求

③支払

④療養費等の
受取を委任

⑤申請書等の送付

⑥療養費等支払

⑧不足分の支払
⑦差額
の支払

２国保連合会を経由した仕組み

○「1基本の仕組み」のうち、旧保険者等と現保険者等の間の療養
費等の支給申請書等の授受や療養費等の支払いに関する事務など
を国保連合会に委託することで、旧保険者等と現保険者等の間で
個別に連携（療養費等の支給申請等の授受や療養費等の支払いに
関する事務、その他付随する業務等）する必要がなくなるなど、
保険者等の事務負担が軽減する。

旧保険者等
Ａ

現保険者等

②申請書等の送付

連合会

①予め関係者間で申請書等の
授受や、支払いに関する事務
等について委託

③療養費等支払

旧保険者等
Ｂ

旧保険者等
Ｃ



【参考①】 改正法案の審議経緯

国民健康保険の見直しについて
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【施行期日】 平成30年4月1日（４①は公布の日（平成27年５月29日）､2は公布の日及び平成29年4月1日､３及び４②～④は平成28年4月1日）

１．国民健康保険の安定化
○国保への財政支援の拡充により、財政基盤を強化 (27年度から約1700億円､29年度以降は毎年約3400億円)

○平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の
国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化

２．後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入
○被用者保険者の後期高齢者支援金について、段階的に全面総報酬割を実施

(現行:1/3総報酬割→27年度:1/2総報酬割→28年度:2/3総報酬割→29年度:全面総報酬割)

３．負担の公平化等
①入院時の食事代について、在宅療養との公平等の観点から、調理費が含まれるよう段階的に引上げ

(現行:1食260円→28年度:1食360円→30年度:1食460円。低所得者､難病･小児慢性特定疾病患者の負担は引き上げない)

②特定機能病院等は、医療機関の機能分担のため、必要に応じて患者に病状に応じた適切な医療機関を紹介する等
の措置を講ずることとする（紹介状なしの大病院受診時の定額負担の導入）

③健康保険の保険料の算定の基礎となる標準報酬月額の上限額を引き上げ (121万円から139万円に)

４．その他
①協会けんぽの国庫補助率を｢当分の間16.4％｣と定めるとともに､法定準備金を超える準備金に係る国庫補助額の
特例的な減額措置を講ずる

②被保険者の所得水準の高い国保組合の国庫補助について、所得水準に応じた補助率に見直し
(被保険者の所得水準の低い組合に影響が生じないよう、調整補助金を増額)

③医療費適正化計画の見直し、予防･健康づくりの促進
･都道府県が地域医療構想と整合的な目標(医療費の水準､医療の効率的な提供の推進)を計画の中に設定
･保険者が行う保健事業に、予防･健康づくりに関する被保険者の自助努力への支援を追加

④患者申出療養を創設 (患者からの申出を起点とする新たな保険外併用療養の仕組み)

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、
国保をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進、患者申出療養の創設等の措置を講ずる。

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の概要
（平成27年５月27日成立）
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持続可能な医療保険制度を構築するための
国民健康保険法等の一部を改正する法律案

【審議経緯】

衆議院 参議院

４月14日 本会議趣旨説明質疑 ５月13日 本会議趣旨説明質疑（総理入り）

４月15日 提案理由説明 ５月14日 提案理由説明、質疑①、

４月17日 質疑① 視察（国立がん研究センター）

４月22日 質疑② ５月19日 質疑②

４月23日 参考人質疑 ５月21日 参考人質疑、質疑③

（福田栃木県知事、岡﨑高知県高知市長 他） ５月22日 参考人質疑

４月24日 質疑③、採決、附帯決議 （福田栃木県知事、渡邊新潟県聖籠町長 他）

４月28日 本会議議了 ５月26日 質疑④（総理入り）、採決、附帯決議

５月27日 本会議議了
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持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する
法律案に対する附帯決議

（平成27年４月24日衆議院厚生労働委員会）

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 患者申出療養については、患者が自ら申し出たことを理由に、有害な事象が発生

した際に不利益を被ることのない仕組みとするとともに、患者申出療養の対象と

なった医療が、できる限り速やかに保険適用されるような措置を講じること。

二 持続可能な医療保険制度を構築するためには増大する医療費の抑制が不可欠であ

ることに鑑み、今回の改正による医療費適正化の取組に加え、現在実施されている

実効性のある取組の普及・促進を図る等医療費適正化の指導の徹底を図ること。

三 本法による制度改革の実施状況を踏まえつつ、高齢者医療制度を含めた医療保険

制度改革体系、保険給付の範囲、負担能力に応じた費用負担の在り方等について、

必要に応じ、盤石な医療保険制度を再構築するための検討を行うこと。
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持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する
法律案に対する附帯決議

（平成27年５月26日 参議院厚生労働委員会）

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一、国民健康保険について

１ 都道府県を市町村とともに国民健康保険の保険者とするに当たっては、都道府県

と市町村との間の連携が図られるよう、両者の権限及び責任を明確にするとともに、

国民健康保険事業費納付金の納付等が円滑に行われるよう必要な支援を行い、あわ

せて、市町村の保険者機能や加入者の利便性を損ねることがないよう、円滑な運営

に向けた環境整備を着実に進めること。また、都道府県内の保険料負担の平準化を

進めるに当たっては、医療サービスの水準に地域格差がある現状に鑑み、受けられ

る医療サービスに見合わない保険料負担とならないよう配慮すること。

２ 国民健康保険の保険料負担については、低所得者対策として介護保険には境界層

措置があることも参考に、その在り方について検討するとともに、子どもに係る均

等割保険料の軽減措置について、地方創生の観点や地方からの提案も踏まえ、現行

制度の趣旨や国保財政に与える影響等を考慮しながら、引き続き議論すること。

（次頁に続く）
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（前頁からの続き）

３ 国民健康保険に対する財政支援に当たっては、保険料の収納率の向上等、国民
健康保険の運営面の問題の改善を図った上で、その財源を安定的に確保するよう
努めること。また、財政支援の効果について、国民健康保険の持続可能な運営を
確保する観点から、その評価及び検証を行うこと。

４ 都道府県の財政安定化基金からの貸付け及び交付については、国民健康保険に
おける市町村の財政規律を維持するため、それらの要件が適切に設定されるよう
必要な措置を講ずること。

５ 保険者努力支援制度の実施に当たっては、保険者の努力が報われ、医療費適正化
に向けた取組等が推進されるよう、綿密なデータ収集に基づく適正かつ客観的な
指標の策定に取り組むこと。

６ 国民健康保険組合については、今後とも、自主的な運営に基づく保険者機能を
発揮できるよう、必要な支援を行うとともに、定率補助の見直しに当たっては、
対象となる被保険者が多いなど個々の組合の財政影響等を踏まえた特別調整補助
金による支援や、定率補助の見直しに伴い保有すべき積立金が増加することへの
対応など、補助率が引き下げられる組合に対する適切な激変緩和措置を検討する
こと。また、所得水準の高い組合に対する定率補助の見直しについては、実施状
況の検証を行うこと。

（次頁に続く）
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二、高齢者医療制度及び被用者保険について

（略）

三、患者負担について
（略）

四、医療費適正化計画及び予防・健康づくりについて

１ 特定健康診査及び特定保健指導の実施率、平均在院日数等の医療費適正化計画
における指標については、医療費適正化効果の定量的な分析を行うとともに、今
後の医療費適正化計画の指標の在り方については、地域医療の実態を分析し、地
域医療構想を踏まえた指標を検証すること。

２ 保健事業において保険者が実施する予防・健康づくりのインセンティブの強化
に当たっては、保険者に対し好事例の周知に積極的に取り組むとともに、必要な

医療を受けるべき者が受診を抑制し、重症化することがないよう、インセンティ

ブ付与の在り方について十分に検討すること。

五、患者申出療養について
（略）

右決議する。

（前頁からの続き）
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【参考②】 社会保障・税番号制度

国民健康保険の見直しについて
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平成25年５月 番号関連法の成立・公布

平成26年度～ システム改修等の設計・構築

平成27年10月～ 国民への個人番号の通知の開始

平成28年１月～ 個人番号の利用の開始

個人番号カードの交付の開始
（個人の申請により市町村が交付）

平成29年１月～ 国の機関間での情報連携の開始

平成29年７月目途～ 地方公共団体・医療保険者等との
情報連携も開始

社会保障・税番号制度の全体スケジュール
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2015年(H27年)
10月

2016年(H28年)
1月

2017年(H29年)
7月頃

2018年(H30年)以降 2019年(H31年) 2020年(H32年)

健康医療分野における番号の活用（イメージ）
○マイナンバー法※は、マイナンバーを行政機関が行政事務に用いることを前提
○番号の民間利用については、番号制度のインフラをうまく活用して、民間の利用者が利用しやすいものとする必要

●マイナンバーの通知

※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）

●自治体等の情報連携開始

※ 27年常会にマイナンバー法改正案を提出

○システム改修やネットワーク接続などインフラの構築

○データの標準化・普及推進

オンライン資格確認の段階的な導入を目指す
(平成29年７月の自治体等の情報連携開始以降）

我が国は国民皆保険なので、医
療保険の資格確認の仕組みを作
れば、医療連携にも活用できる

予防接種の履歴の共有
（市町村間での接種歴の連携）

保険者間の健診データの連携
（資格異動時に特定健診のデータを連携）

●番号利用開始

ステップ１ 行政機関における医療分野での利用拡充

ステップ２ 医療保険システムの効率化・基盤整備

医療保険のオンライン資格確認
番号制度のインフラを活用して、保険者と医療機関
の間で、患者の資格を効率的に一意的に確認する
ネットワークを構築

ステップ３ 医療連携や研究分野に番号を活用

医療機関・介護事業者等の連携
（地域レベル、複数地域間での連携）

・病院での検査結果をかかりつけ医の診療に活用
・救急医療で他医療機関での過去の診療情報を確認
・医療・介護従事者が連携して地域包括ケアを実現

本人への健康医療情報の提供・活用
（ポータルサービス）

健康・医療の研究分野
（コホート研究、大規模な分析）
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